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一人で悩まずご相談を　相談無料・秘密厳守
相談には電話相談と面接相談（予約制）があります。
相談日 月～土曜（祝日・年末年始を除く）9：00～17：00※水曜は20：00まで

女性のなやみとDVホットライン

☎3647-9551

　
令
和
6
年
度
の
特
別
区
民
税
・
都

民
税
の
課
税
・
非
課
税
・
納
税
証
明

書
は
6
月
3
日
（
月
）
か
ら
取
り
扱

い
ま
す
。

　
窓
口
混
雑
緩
和
の
た
め
、
郵
送
請

求
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
次
の
3
点

を
区
役
所
課
税
課
へ
郵
送
し
て
く
だ

さ
い
。

○ 

手
数
料
：
1
通
に
つ
き
3
0
0
円

分
の
定て

い

額が
く

小こ

為が
わ
せ替

を
ゆ
う
ち
ょ
銀

行
ま
た
は
郵
便
局
で
購
入
く
だ
さ

い
。
現
金
書
留
も
受
け
付
け
ま
す
。

○ 

返
信
用
封
筒
：
封
筒
に
本
人
の
あ

て
先
を
記
入
し
、
切
手
を
貼
っ
て

く
だ
さ
い
。
同
一
世
帯
の
親
族
で

の
請
求
の
場
合
は
、
一
つ
の
封
筒

で
対
応
し
ま
す
（
返
送
先
は
ご
本

人
の
住
所
地
の
み
と
な
り
ま
す
）。

○ 

申
請
書
：
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
ま
た
は
便
せ
ん
、

白
紙
等
で
作
成
く
だ
さ
い
。
複
数

人
の
請
求
の
場
合
、
各
自
1
通
ず

　皆さん、こんにちは。区長の大久保朋果です。
　私は、日本全国の「うまい！」が集まる豊洲市場が区内にあるこ
とを活かして、江東区の「食」の魅力を、もっと多くの皆さんにお
知らせしたいと考えています。そこで今回は、2月にオープンした
「豊洲　千客万来」をご紹介します。
　施設には、「うまさの聖地」をコンセプトに、お隣が市場という
強みを活かして新鮮な海産物などが食べられる「食楽棟」がありま
す。高額なものもありますが、気軽なものも多く、私も家族と一
緒にお手頃価格でおいしいお寿司をいただきました。
　また、食楽棟2階の「逸

いっ

品
ぴん

屋
や

えどこ」では、江東区ならではの数々
の逸品を販売するほか、併設の観光案内所では区内観光スポット
を紹介しています。
　さらに、東京湾を望む露天風呂や、360度パノラマでウォーター
フロントを一望できる展望足湯庭園を併設した「温浴棟」もあり、
区民割クーポンも配信されています。
　食べる・遊ぶ・買う・癒やすが一か所で楽しめる、東京の新名
所「豊洲　千客万来」にぜひ皆さんもお越しください。

今回は 豊 洲 周辺の
注目スポットをご紹介

大久保区長コラ
ム　

区長が行く③

▲「豊洲　千客万来」食楽棟の様子江東区長　大久保　朋果

つ
必
要
で
す
。

　
到
着
後
お
お
む
ね
翌
日
（
翌
日
が

土
・
日
曜
、
祝
日
の
場
合
は
翌
開
庁

日
）
に
発
送
予
定
と
な
り
ま
す
。
混

雑
状
況
に
よ
り
発
送
が
遅
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
、
余
裕
を
も
っ
て

請
求
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
委
任

状
に
よ
る
代
理
人
か
ら
の
ご
請
求
は

窓
口
の
み
の
取
り
扱
い
と
な
り
ま
す
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
写
真
入

り
）
ご
利
用
の
コ
ン
ビ
ニ
交
付
で
は
、

6
月
3
日
（
月
）
午
前
8
時
半
以
降

は
令
和
6
年
度
の
課
税
・
非
課
税
証

明
書
の
み
を
取
り
扱
い
ま
す
（
転
出

届
を
提
出
し
た
方
は
利
用
で
き
ま
せ

ん
）。

　
窓
口
で
の
交
付
は
区
役
所
2
階
4

番
お
よ
び
各
出
張
所
、
豊
洲
特
別
出

張
所
で
取
り
扱
い
ま
す
。

問▢
課
税
課
課
税
第
二
係
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便せん・白紙等で作成の郵送申請書記載例（江東区在住の方の例）
申　請　書

 令和6年○月○日
江東区長　殿
令和6年度課税（非課税）証明書を1通請求します。

住　所　江東区東陽4-11-28-503　 ※1
氏　名　江東　太郎　 ※2
生年月日　昭和○○年○月○日
使用目的　都営住宅
連　絡　先
電話番号　○○○-○○○○-○○○○ ※3

※1： 令和6年度の証明は令和6年（2024年）1月2日以降、江東区に転入された
方は発行できません。1月1日時点の住所地区市町村にご請求ください。

※2： 押印は不要です。生年月日は西暦でもかまいません。
※3： 電話番号は連絡の取れる親族等の番号でもかまいません。

返信の送料（定型普通郵便）は3通までは84円、7通までは94円が目安です。
普通郵便の土曜配達の休止、お届け日数の繰り下げにより、ポスト投函
からご自宅へ到着まで1週間以上かかる場合があります。お急ぎの場合は
速達郵便をご利用ください。

あて先　〒135-8383　江東区東陽4-11-28　
江東区役所　課税課　証明担当　あて

　
地
方
税
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

「
江
東
区
特
別
区
税
条
例
」の
一
部
を

改
正
し
ま
し
た
。

﹇
主
な
改
正
内
容
﹈

○ 

令
和
6
年
能
登
半
島
地
震
災
害
に

係
る
雑
損
控
除
額
等
の
特
例
：
1

月
1
日
に
発
生
し
た
令
和
6
年
能

登
半
島
地
震
災
害
に
係
る
雑
損
控

除
に
つ
い
て
、
令
和
7
年
度
住
民

税
よ
り
適
用
す
る
と
こ
ろ
、
特
例

と
し
て
令
和
6
年
度
住
民
税
か
ら

適
用
す
る

○ 

個
人
住
民
税
の
定
額
減
税
に
係
る

規
定
の
整
備
：
令
和
6
年
度
分
の

個
人
住
民
税
に
お
い
て
、
合
計
所

得
金
額
1
、8
0
5
万
円
以
下
の

納
税
者
お
よ
び
配
偶
者
を
含
め
た

扶
養
家
族
1
人
に
つ
き
1
万
円
の

減
税
を
行
い
、
令
和
6
年
6
月
以

降
の
徴
収
で
実
施

問▢
課
税
課
税
務
係
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生
活
保
護
は
、
日
本
国
憲
法
第
25

条
の
定
め
に
基
づ
き
、
現
に
暮
ら
し

に
困
っ
て
い
る
国
民
の
誰
も
が
利
用

で
き
る
制
度
で
す
。「
病
気
や
け
が

な
ど
で
収
入
が
な
い
」
な
ど
、
生
活

費
や
住
宅
費
、
医
療
費
等
に
困
っ
て

い
る
方
に
対
し
て
、
そ
の
不
足
分
を

補
う
と
と
も
に
、
自
立
し
た
生
活
が

で
き
る
よ
う
支
援
し
ま
す
。

　
生
活
保
護
費
は
、
国
の
決
め
た
保

護
基
準
（
最
低
生
活
費
）
と
世
帯
の

収
入
を
比
較
し
て
、
収
入
が
保
護
基

準
を
下
回
る
場
合
に
、
そ
の
足
り
な

い
部
分
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
た
だ
し
、
生
活
保
護
に
優
先
し
て
、

世
帯
の
状
況
に
応
じ
て
次
の
よ
う
な

努
力
を
行
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
必

要
で
す
。

○ 

預
貯
金
、
不
動
産
、
生
命
保
険
な

ど
の
資
産
を
活
用
す
る

○ 

健
康
状
態
や
能
力
に
応
じ
て
仕
事

を
す
る

○ 

年
金
や
各
種
手
当
な
ど
他
の
制
度

を
活
用
す
る

場▢ 

問▢
﹇
深
川
地
区
、
東
砂
6
〜

8
丁
目
、
南
砂
、
新
砂
、
海
の
森
﹈

保
護
第
一
課
（
区
役
所
2
階
24
番
）
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﹇
亀
戸
、
大
島
、
北
砂
、
東
砂
1
〜
5

丁
目
、
夢
の
島
、
新
木
場
、
若
洲
﹈

保
護
第
二
課
（
大
島
4
―
5
―
1
総

合
区
民
セ
ン
タ
ー
1
階
）
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区
で
は
、
住
宅
に
お
困
り
の
高
齢

者
世
帯
・
障
害
者
世
帯
・
ひ
と
り
親

世
帯
の
方
を
対
象
に
、
不
動
産
団
体

の
会
員
を
相
談
窓
口
と
し
て
、
民
間

賃
貸
ア
パ
ー
ト
や
賃
貸
マ
ン
シ
ョ
ン

の
空
き
室
情
報
を
案
内
す
る
「
お
部

屋
探
し
サ
ポ
ー
ト
事
業
」
を
実
施
し

て
い
ま
す
。
区
内
に
お
住
ま
い
で
、

建
て
替
え
等
に
よ
り
立
ち
退
き
を
求

め
ら
れ
て
い
る
方
や
、
家
賃
負
担
が

過
重
と
な
り
、
よ
り
家
賃
の
安
い
転

居
先
を
探
し
て
い
る
方
等
の
相
談
を

受
け
て
い
ま
す
。

　
相
談
員
は
、
江
東
区
居
住
支
援
協

議
会
に
所
属
す
る
団
体
「（
公
社
）
東

京
都
宅
地
建
物
取
引
業
協
会
第
二
ブ

ロ
ッ
ク
」、「（
公
社
）
全
日
本
不
動
産

協
会
東
京
都
本
部
城
東
第
二
支
部
」

の
会
員
で
す
。
条
件
を
伺
っ
て
情
報

を
提
供
し
、
条
件
が
合
う
場
合
は
家

主
と
契
約
が
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
契
約
成
立
時
に
契
約
金
の

一
部
を
助
成
す
る
制
度
も
あ
り
ま
す

（
収
入
要
件
等
あ
り
。
契
約
金
・
保
証

料
と
も
に
1
回
の
み
）。

　
な
お
、
区
で
は
物
件
の
確
保
は
行

っ
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
相
談
を
受

け
て
も
必
ず
契
約
で
き
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

時▢ 

場▢
﹇
住
宅
課（
区
役
所
5
階
2

番
窓
口
隣
）﹈毎
週
火
曜
、
午
後
1
時

〜
3
時
15
分
（
予
約
制
。
随
時
受
付

中
）

﹇
登
録
不
動
産
店
﹈店
舗
の
営
業
時
間

中
い
つ
で
も
（
事
前
に
区
へ
申
請
が

必
要
）
※
登
録
店
舗
一
覧
は
区
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
・
窓
口
で
配
布

人▢
﹇
高
齢
者
世
帯
﹈区
内
居
住
で
65

歳
以
上
の
一
人
暮
ら
し
の
方
ま
た
は

65
歳
以
上
の
方
を
含
む
60
歳
以
上
の

方
で
構
成
す
る
世
帯

﹇
ひ
と
り
親
世
帯
﹈18
歳
未
満
の
こ
ど

も
と
そ
の
こ
ど
も
を
扶
養
す
る
ひ
と

り
親
の
み
の
世
帯

﹇
障
害
者
世
帯
﹈身
体
障
害
者
手
帳

（
1
〜
4
級
）、
愛
の
手
帳
、
精
神
障

害
者
保
健
福
祉
手
帳
、
自
立
支
援
医

療
受
給
者
証
（
精
神
通
院
）
の
交
付

を
受
け
て
い
る
方
が
い
る
世
帯
、
ま

た
は
精
神
障
害
で
障
害
年
金
を
受
給

し
て
い
る
方
が
い
る
世
帯

申▢
住
宅
課
住
宅
指
導
係
（
区
役
所

5
階
1
番
）
に
電
話
・
窓
口
で

 

☎（
3
6
4
7
）9
4
7
3

 

℻（
3
6
4
7
）9
2
6
8


